
〔日　程〕 令和４年７月２７日（水）～７月２９日（金）
〔会　場〕 オンラインで実施
〔対象者〕 地方公共団体において、福祉事務所長として業務に従事する者
〔定　員〕 ３５名
〔ねらい〕

１． 社会福祉の動向および社会福祉の各制度の動向と福祉事務所の現状と課題について説明できる。

２．

３．

〔時間表〕

日　　時 研　修　科　目 講　　　師 備　　　　　考

10：00～10：30
（30分）

研修導入のグループワーク（１）ZOOM機器操作の確認
国立保健医療科学院
研修主任・副主任

　

10：30～11：40
（70分）

研修導入のグループワーク（２）アイスブレーク
国立保健医療科学院
研修主任・副主任

12：50～13：40
（50分)

【ねらい１】（講義）
生活保護制度の動向と課題

厚生労働省社会・援護局保護課

13：50～14：40
（25分＋25分）

【ねらい２】（講義）
生活困窮者自立支援制度について
（地域共生社会の動向を含む）

厚生労働省社会・援護局地域福祉課

14：55～16：15
（80分）

【ねらい２】（演習）
福祉事務所の取り組み・地域課題の共有

国立保健医療科学院
研修主任・副主任

16：30～17：30
（60分）

【ねらい１】（講義・演習）
福祉事務所をめぐる現状と自立支援の推進

外部識者

9:00～9:30
（30分）

【ねらい１】（演習）
前日の振り返り

国立保健医療科学院
研修主任・副主任

9：40～10：25
（45分）

【ねらい１】（講義）
子ども家庭福祉施策の動向について

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課

10：35～12：50
（135分）

【ねらい３】（演習）
福祉事務所の業務改善に向けた福祉事務所長の役割
（休憩10分を含む）

外部識者 　

14：00～14：40
（40分）

【ねらい１】（講義）
高齢者福祉施策の動向について

厚生労働省老健局総務課

14：50～15：30
（40分）

【ねらい１】（講義）
障害者福祉施策の動向について

厚生労働省　社会・援護局
障害保健福祉部　企画課

15：40～16：40
（60分）

【ねらい２】（講義・演習）
福祉事務所における自立支援に求められる基本的視点：地域
から期待されている役割とは何か？

外部識者

9:00～9:30
（30分）

【ねらい２】（演習）
前日の振り返り

国立保健医療科学院
研修主任・副主任

9：40～10：40
（60分）

【ねらい２】
生活保護制度と生活困窮者自立支援制度の連携

自治体

10：50～11：50
（60分）

【ねらい２】
地域で担う生活支援における自治体の役割と連携

国立社会保障・人口問題研究所
社会保障応用分析研究部 第一室長
西村幸満

13：00～13：45
（45分）

【ねらい３】
講義の共有・質疑応答

国立保健医療科学院
研修主任・副主任

13：55～16：15
（140分）

【ねらい３】（演習）
地域のセーフティネット整備や自立支援の推進に必要な取り
組み

国立保健医療科学院
研修主任・副主任

16：25～16：55
(30分）

研修のまとめ・修了時評価
国立保健医療科学院
研修主任・副主任

16：55～17：00　閉講式（5分）

（注）時間表の時間割、講師等については変更する場合があります。

7
月
2
9
日
（

木
）

 9：30～9：40　休憩（10分）

10：40～10：50　休憩（10分）

11：50～13：00　昼休憩（70分）

13：45～13：55　休憩（10分）

16：15～16：25　休憩（10分）

7
月
2
8
日
（

木
）

 9：30～9：40　休憩（10分）

10：25～10：35　休憩（10分）

12：50～14：00　昼休憩（70分）

14：40～14：50　休憩（10分）

15：30～15：40　休憩（10分）

令和４年度　福祉事務所長研修

福祉事務所長が、社会福祉の現代的課題、特に保健医療福祉の連携に基づく地域の福祉課題への対応、貧困低所得者の自立
支援という観点から、福祉事務所の役割を理解し、参加者相互の情報交換や演習を通じて効果的に福祉事務所を運営するた
めの知識や技術を修得する。

地域での生活困窮者自立支援法の施行に伴うセーフティネット整備や貧困低所得者の自立支援について、実施体制・運営の
充実にむけた課題を整理できる。
多機関連携、住民との協働等を通じた地域課題への対応において、福祉事務所および所長の果たす役割、具体的目標を設定
できる。

7
月
2
7
日
（

水
）

9：30～10：00　開講式／オリエンテーション

11：40～12：50　昼休憩（70分）

 13：40～13：50　休憩（10分）

 14：40～14：55　休憩（15分）

 16：15～16：30　休憩（15分）

※3/4現在暫定版（変更の可能性あり）


